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囲町地区まちづくりについて 

 

 

１ 囲町地区まちづくり説明会の開催結果について 
   平成２７年６月４日に開催した「囲町地区まちづくり説明会」の結果を報告する。 
   ＊囲町地区まちづくり説明会の開催結果について《別紙１》 
 
 
 
２ 囲町地区地区計画（原案）について 

  囲町地区地区計画（原案）は《別紙２》のとおり。 

 

 ・平成２７年６月３０日 関係権利者等を対象とした説明会を開催 

 

 

 

３ 都市計画決定に係るスケジュール（予定） 

 ・平成２７年７月１～１５日：囲町地区地区計画（原案）の公告・縦覧 

 ・平成２７年９月～１０月 ：都市計画（案）の説明会、同公告・縦覧 

 ・平成２７年１０～１１月 ：都市計画審議会（諮問） 

 ・平成２７年１２月    ：都市計画決定 



別紙１ 

囲町地区まちづくり説明会の開催結果について 

１ 開催概要 

日 時：平成２７年６月４日（木）１９：００～２０：１０ 

会 場：中野区役所 ９階 第１１～１３会議室 

参加者：６５名 

  項 目：以下の項目について説明 

① 中野駅周辺のまちづくりについて

② 囲町まちづくり方針（案）について

③ 囲町地区地区計画（素案）及び関連都市計画（素案）について

２ 主な意見・質問とそれに対する区の回答・見解 

（１）関連都市計画（素案）について 

Ｎｏ． 意見・質問の概要 区の回答・見解 

１  いつ、どのようにして再開発の

動きが決まったのか。一部の住民

の意見だけで進めているのではな

いか。 

 地元の権利者で組織するまちづ

くり協議会での活動を経て、平成

２３年９月に結成された再開発準

備組合で再開発事業の検討を重ね

てきた。区は、それらを踏まえ、

まちづくりを進めている。 

２  事業に反対者がいた場合はどう

なるのか。 

 準備組合が話し合いにより反対

者へ理解を求めていくとともに、

区は、準備組合への助言・指導を

行う。 

３  区は反対者の数を把握している

のか。個人の財産の侵害に当たる

のではないか。 

 事業については権利者の８割以

上の方の概ねの同意をいただいて

いる。個人の財産については、第

一種市街地再開発事業において

は、権利変換という形で担保され

る。 

４  準備組合加入率が８割との事だ

が、分母は世帯と個人のどちらか。 

 区域内の権利者数としている。

ただし、共有持分については１名

としている。 

（２）その他 

Ｎｏ． 意見・質問の概要 区の回答・見解 

１ 中野駅は大変混雑しているが、

西口の整備はどうなっているの

か。 

 ＪＲと基本設計協定を締結し、

事業を進めている。オリンピック

の開催される平成３２年の供用開

始を目標に進めていく。 



囲町地区地区計画（原案）について
  別  紙  2

　本地区は、中野駅北口の西側に位置し、住宅を中心に木材倉庫、
区の自転車駐車場などが立地している地区である。本地区を含む中
野駅周辺地区は、中野区都市計画マスタープランにおいて「商業・
業務地区」に位置づけられており、再開発などによる土地利用の高
度化、景観の向上や駅前交通結節機能の改善・整備をすすめながら
「広域中心拠点」として育成することとしている。
　一方、地区南側を横断する都市計画道路補助２２１号線が未整備
であるほか、地区内は戸建住宅や集合住宅が密集しており、道路幅
員が狭く、かつ行き止まり道路が多くなっている。また、地区北側
では中野四季の都市（まち）が整備され、将来的には中野駅西側南
北自由通路や橋上駅舎、新北口駅前広場の整備により歩行者交通や
自動車交通の変化が予想され、駅を中心とした幹線道路ネットワー
クや歩行者の回遊動線の整備など、公共施設整備が必要な地区であ
る。
　そこで、本地区においては、中野駅や中野四季の都市（まち）と
の近接性を活かし、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市計画道
路補助２２１号線などの整備を促進することにより、商業・業務や
都市型住宅などの多様な都市機能が集積し、職住が近接するにぎわ
い活動拠点を形成するとともに、中野駅や中野四季の都市（まち）
を結ぶ歩行者ネットワークの形成や広場などのオープンスペースを
整備し、防災性の高い緑豊かな市街地の形成を図る。

１．名　称 囲町地区地区計画

２．位　置 中野区中野四丁目地内

３．面　積 約 3.5ha

４．地区計画の目標

５．区域の整備・開発および保全に関する方針

５－１．土地利用の方針

　隣接する地区との連携を図りながら、中野区の
「広域中心拠点」を形成するため、地区の立地特性
を踏まえ、３つの地区に区分し、土地利用の方針
を次のように定める。

■Ａ地区
・市街地再開発事業により土地の合理的かつ健全な高度利用を図
り、商業・業務や多様な世代のニーズに合わせた良質で多機能な
都市型住宅などの都市機能を整備し、中野四季の都市（まち）と
一体となったにぎわいと活気にあふれる複合市街地の形成を図
る。
・都市計画道路補助２２１号線や区画道路の整備にあわせ、中野
駅や中野四季の都市（まち）を結ぶ歩行者ネットワークを形成し、
にぎわいの連続性を創出する。

■Ｂ地区
・道路などの基盤の整備・改善を図るとともに、土地の合理的か
つ健全な高度利用などにより、良好な住環境が整った安全な市街
地を形成する。

■Ｃ地区
・都市計画道路補助２２１号線の整備にあわせ、鉄道関連施設の
維持保全を図る。

５－２．地区施設の整備の方針
　広域中心拠点にふさわしい良好な市街地を形成するため、地区施
設の整備の方針を次のように定める。

■道路
・交通の円滑な処理を実現するとともに、災害時における緊急車
両の通行を確保するため、区画道路を整備し、中野四季の都市（ま
ち）との道路ネットワークの充実を図る。

■広場
・潤いとゆとりある都市空間の形成と防災性の向上を図るため、
人々の憩い・交流の場、災害時における一時的な避難場所となる
広場を整備する。

■歩道状空地
・中野駅や中野四季の都市（まち）を結ぶ安全で快適な歩行者空
間を確保するため、歩道状空地を整備する。

５－３．建築物等の整備の方針

　周辺環境に配慮した複合市街地の形成と広域中心拠点にふさわし
い都市空間の実現を図るため、建築物等の整備の方針を次のように
定める。
１．複合市街地として健全な地域環境の形成を図るとともに、に
ぎわいの創出を誘導するため、建築物等の用途の制限を定める。
２．適正かつ合理的な土地利用を図るため、建築物の敷地面積の
最低限度を定める。
３．回遊性のある安全で快適な歩行者空間を確保するため、壁面
の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限を定め
る。
４．複合市街地として調和のとれた良好な街並みの形成を図るた
め、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定める。

６．地区整備計画

６－１．位　置 中野区中野四丁目地内

６－２．面　積 約 2.0ha
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囲町地区地区計画（原案）について
６－３．地区施設の配置及び規模
■道路
名称　　　　　　　幅員　　　延長　　　備考
区画道路１号　　　14.3m　   約 55m　　一部新設

■その他の公共空地
名称　　　　　　　面積　　　　　　　    備考
広場　　　　　　　約 1,000 ㎡　　　　　新設

名称　　　　　　　幅員　　    延長　　     備考
歩道状空地１号　　2.0m　　約 390m　　新設
歩道状空地２号　　2.0m　　約 130m　　新設

６－４．建築物等に関する事項

■地区の区分
名称　　　　　　　面積
Ａ地区　　　　　　約 1.7ha
Ｃ－１地区　　　　約 0.3ha

■建築物等の用途の制限
Ａ地区
１．次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
（１）マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、
場外車券売場その他これらに類するもの
（２）工場（自家販売のために食品製造業を営む店舗及び洋服店、
畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類す
るサービス業を営む店舗に付属する作業場で床面積の合計が
150 ㎡以内のもの並びに原動機を使用する印刷を営む工場で作
業場の床面積の合計が 150 ㎡以内のものを除く。）

２．歩道状空地１号に面する建築物の１階及び２階の主たる用途
は、次の各号に掲げるものとする。ただし、沿道のにぎわいの創
出に配慮し、区長が土地利用上やむを得ないと認めた場合はこの
限りではない。
（１）店舗、飲食店、展示場その他これらに類するもの
（２）保育所その他これに類するもの

Ｃ－１地区
次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。
（１）事務所（ただし、近隣商業地域内に限る。）
（２）鉄道事業法第８条第１項に規定する鉄道施設
（３）前各号の建築物に付属するもの

■建築物の敷地面積の最低限度
1,000 ㎡（Ａ地区）

■壁面の位置の制限
　建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画
図に示す壁面の位置の制限を越えてはならない。
　ただし、歩行者デッキ、歩行者デッキを支える
ための柱、落下物防止及びその他歩行者の安全性
を確保するために必要な庇を除く。（Ａ地区）

■壁面後退区域における工作物の設置の制限
　壁面の位置が制限された区域においては、門、へい、広告物、
看板その他歩行者の通行の妨げになるような工作物を設置しては
ならない。ただし、公益上必要なものについてはこの限りではな
い。
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８．今後の予定
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■建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
１．建築物の外壁又はこれに代わる柱の色彩は、原色を避け、街
並み形成に配慮するなど周辺環境と調和したものとする。
２．屋外広告物は、美観及び周辺環境を損なう恐れのないものと
する。
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